
厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者等が可能な限り住みなれた地域で生活することを支

援するため、高齢者等がタクシーを利用する場合の費用の一部を助成する厚木

市高齢者タクシー助成事業（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) タクシー事業者 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第３条第１号ハ

に規定する一般乗用旅客自動車運送事業又は同法第 78 条第２号及び道路運

送法施行規則第 49 条第２号に規定する自家用有償旅客運送を営む事業者を

いう。 

(2) 運賃等 道路運送法第９条の３に規定する運賃及び料金又は同法第 79 条

の８に規定する旅客から収受する対価をいう。 

(3) 運転免許証 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 92 条第１項に規定

する運転免許証をいう。 

(4) 自主返納 道路交通法第 84 条第１項の規定により受けている全ての免許

について、同法第 104 条の４第１項の規定により免許の取消しを申請し、同

条第２項の規定による免許の取消しを受け、同法第 107 条第１項の規定によ

り運転免許証を返納することをいう。 

（対象者） 

第３条 対象者は、毎年４月１日現在、本市において、住民基本台帳法（昭和 42

年法律第 81 号）第５条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 当該年度に満 85 歳以上の者 

(2) 介護保険法（平成９年法律 123 号）第 27 条の規定による要介護認定を受

け、その要介護状態区分が４又は５である者 

(3) 当該年度に満 70 歳以上の者でかつ満 85 歳未満の者であって、運転免許証

の交付を受けたことがない者又は運転免許証を自主返納した者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の

対象から除くものとする。 

(1) 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条第３項及び第４項に定める



特別養護老人ホームに入所している者 

(2) 厚木市高齢者バス割引乗車券助成事業実施要綱（平成 17 年４月１日施

行）に基づく助成を受けている者 

(3) 厚木市福祉タクシー事業実施要綱（昭和 61 年４月１日施行）に基づく助

成を受けている者 

(4) 厚木市身体障害者等ガソリン助成要綱（昭和 50 年７月１日施行）に基づ

く助成を受けている者 

（利用の申請） 

第４条 事業を利用しようとする高齢者等（以下「申請者」という。）は、厚木市

高齢者タクシー利用券交付申請書（以下「申請書」という。）を市長に申請しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は申請に関する手続を当該申請者から委任

された代理の者に行わせることができる。 

（利用の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、

交付を決定した者（以下「利用者」という。）に対し、厚木市高齢者タクシー利

用券（以下「利用券」という。）を交付するものとする。 

２ 利用券は、１年度につき１人１回 48 枚とする。 

（受給資格） 

第６条 受給資格は、第４条の規定により申請した日から発生し、年度の末日

をもって消滅する。ただし、交付年度の翌年度分の利用券を交付する場合に

あっては、交付年度の翌年度の末日をもって消滅する。 

（助成金額） 

第７条 利用券１枚の助成額は、400 円とする。 

（利用券の有効期限） 

第８条 利用券の有効期限は、利用券を交付した日の属する年度の末日とする。

ただし、交付年度の翌年度分の利用券を交付する場合にあっては、交付年度の

翌年度の末日までとする。 

（譲渡又は貸与の禁止） 

第９条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（利用券の返還） 

第 10 条 利用者又はその遺族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やか

に、有効期限の到来しない利用券を市長に返還しなければならない。 

(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。 



(2) 利用者が第３条第 1項各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなった

とき又は同条第２項に規定する要件に該当することとなったとき。 

(3) 利用券が不要になったとき。 

（不正利得の返還等） 

第 11 条 市長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け、又

は使用したときは、当該利用者に対し、利用券の返還を求め、既に使用した利

用券がある場合には、その助成額について返還させることができる。 

（利用券を利用することができるタクシー事業者） 

第 12 条 利用券を利用することができるタクシー事業者は、市と事業に関する協

定を締結したタクシー事業者（以下「協定業者」という。）とする。 

（利用方法） 

第 13 条 利用者は、協定業者のタクシーを利用したときは、その運賃等の支払の

一部として、本人が署名した利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。 

（助成金の支払） 

第 14 条 協定業者は、利用者が提出した利用券を、一括して翌月 10 日までに市

長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により利用券が提出されたときは、速やかにその内容を

審査し、正当な請求書を受理した後 30 日以内に助成金を支払うものとする。 

（交付台帳の整備） 

第 15 条 市長は、事業を適正に実施するため、交付台帳を整備するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29 年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年 12 月 1 日から施行する。 

２ 令和５年 12 月１日から令和６年３月 31 日までに申請があったものについ

ては、高齢者タクシー利用券の交付枚数を本要綱第３条第１項第１号及び

第２号に定める者は 28 枚を交付し、同条同項第３号に定める者は 16 枚を

交付する。 



３ この要綱の改正日前までに高齢者タクシー利用券の交付を受けた者につい

ては、16 枚を新たに交付する。 

 


